
 

 

教育委員会会議 定例会 

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

提 出 議 案 綴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県教育委員会 



１ 議      案 

   第 ５９ 号   山梨県教育庁組織規則の一部を改正する規則 

 

  第 ６０ 号  教育委員会所属長等の人事について 

 

   第 ６１ 号    山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育

機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

 

   第 ６２ 号  山梨県教育庁行政文書管理規程の一部を改正する訓令 

 

  第 ６３ 号  職員の処分について 

 

  第 ６４ 号  山梨県立科学館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 

 

２ 報 告 事 項 

  （ １３ ）   県立学校事務長等の人事について 

  

     

 

 

             

 

３ その他報告  

な   し 
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議案第 ５９ 号  

 

 山梨県教育庁組織規則の一部を改正する規則    

 

 

［別途資料配付］  
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議案第 ６０ 号  

 

 教育委員会所属長等の人事について    

 

 

［別途資料配付］  
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議案第 ６１ 号  

 

 山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職

員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則  

 

 

提案理由  

 

 栄養士法の改正に伴い、新たな職を設置するため所要の改正を行う必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。  
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規則の概要 

              教育庁総務課 

題  名 

山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教

育機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

趣  旨 
栄養士法の改正に伴い、新たな職を設置するため所要の改正を行

う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

内  容 

栄養士免許を持たない管理栄養士※の採用（配置）が見込まれる

ため、新たな職として「主任管理栄養士」、「管理栄養士」を追加

する。 

※ 栄養士法の一部改正により、管理栄養士養成施設卒業者は管理栄養士国

家試験の受験資格として栄養士免許を取得することが不要とされた。 

施行期日  令和８年４月１日から施行する。 

留 意 点   なし 

参考事項   なし 



 

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 

 
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の

設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和 

 
 

年 
 

月 
 

 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
教
育
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

長 

 

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の

職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の

設
置
に
関
す
る
規
則
䥹
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
一
項
第
七
号
中
䣓
及
び
栄
養
士
䣔
を
䣓
䣍
栄
養
士
䣍
主
任
管
理
栄
養
士
及
び
管
理
栄
養
士 

䣔
に
改
め
る
䣎 
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別
表
第
一
県
立
学
校
の
項
中
䣓
栄
養
士
䣔
の
下
に
䣓
䣍
主
任
管
理
栄
養
士
䣍
管
理
栄
養
士
䣔
を
加
え

る
䣎 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 
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山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関

の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表 

新 

旧 

䥹
職
務
䥺 

第
二
条 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る

 

䣎 

 

一
䦅
六 

略 

 

七 

主
任
栄
養
士
䣍
栄
養
士
䣍
主
任
管
理
栄
養
士
及
び
管
理
栄
養
士
は
䣍

上
司
の
命
を
受
け
䣍
給
食
の
栄
養
に
関
す
る
専
門
的
技
術
に
従
事
す
る

䣎 

 

八
䦅
十
一 

略 

２ 

略 

 

別
表
第
一
䥹
第
一
条
関
係
䥺 

各
機
関 

職
員 

職 

略 県
立
学
校 

略 県
立
学
校
技
術
職
員 

主
任
栄
養
士
䣍
栄
養
士
䣍
主
任

管
理
栄
養
士
䣍
管
理
栄
養
士
䣍

専
門
員 

 
 

䥹
職
務
䥺 

第
二
条 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る

 

䣎 

 

一
䦅
六 

略 

 

七 

主
任
栄
養
士
及
び
栄
養
士 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

は
䣍

上
司
の
命
を
受
け
䣍
給
食
の
栄
養
に
関
す
る
専
門
的
技
術
に
従
事
す
る

䣎 

八
䦅
十
一 

略 

２ 

略 

 

別
表
第
一
䥹
第
一
条
関
係
䥺 

各
機
関 

職
員 

職 

略 県
立
学
校 

略 県
立
学
校
技
術
職
員 

主
任
栄
養
士
䣍
栄
養
士 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣍

専
門
員 
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議案第 ６２ 号  

 

山梨県教育庁行政文書管理規程の一部を改正する訓令  

 

 

提案理由  

 

 県公報の電子化等に伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この議案を

提出する理由である。  
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訓令の概要 

          教育庁総務課 

題  名 山梨県教育庁行政文書管理規程の一部を改正する訓令 

趣  旨 県公報の電子化等に伴い、所要の改正を行う必要がある。 

内  容 

１ 訓令改正の背景等 

〇 令和８年３月、山梨県公報発行規則の一部が改正され、電子媒体

による公報を正本と位置付け、インターネットで閲覧することがで

きる状態に置く方法（県ホームページへの掲載）により公報を発行

することとされた（同年４月１日施行）。 

○ また、これに併せて、業務委託による公報の作成方法を見直し、

令和８年度から、直営により作成することとされた。 

○ このため、所要の改正を行う必要がある。 

 

２ 訓令改正の内容 

 ○  公報原稿用紙（マス目原稿）の様式を削除する。 

   ※ 改正後は原課が作成したWord形式のデータをPDF形式に変換し、そのま

ま公報に登載される。 

 

施行期日  令和８年４月１日から施行する。 

留 意 点  なし 

参考事項  なし 
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山

梨

県
教

育

委
員

会

訓
令

甲

第 
 

 

号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁

中

一

般 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教

育

事

務

所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県 

立 

図 

書 

館 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県

総

合

教

育

セ

ン

タ

䤀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県

立

学

校

 
 

 

 

山

梨
県

教

育
庁

行

政
文

書

管
理

規

程
の

一

部
を

改

正
す

る

訓
令

を

次
の

よ

う
に

定

め
る

䣎 

 
 

令
和 

 
 

年 
 

月 
 

 
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山

梨

県
教

育

委
員

会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

長 

 
 

 

山

梨

県
教

育

庁
行

政

文
書

管

理
規

程

の

一

部

を
改

正

す
る

訓

令 

 

山

梨
県

教

育
庁

行

政
文

書

管
理

規

程
䥹

平

成
十

八

年
山

梨

県
教

育

委
員

会

訓
令

甲

第
二

号

䥺
の

一

部

を

次

の
よ

う

に
改

正

す
る

䣎 
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第

十
七

条

第
四

項

第
一

号

中
䣓

䣍

公
報

原

稿
用

紙

䥹
第

五

号
様

式

䥺
䣔

を

削

る

䣎 

第

五

号

様

式
を

次

の
よ

う

に
改

め

る
䣎 

 
附 
則 

  

こ

の
訓

令

は
䣍

令

和
八

年

四
月

一

日

か

ら

施
行

す

る
䣎 

 第
５

号
様

式
 

削
除
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山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
新
旧
対
照
表 

新 

旧 
䥹
起
案
䥺 

第
十
七
条 
略 

２
・
３ 

略 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は

䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

一 

審
査
を
行
う
者
若
し
く
は
決
裁
権
限
を
有
す
る
者
が
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
を
使
用
で
き
る
環
境
に
な
い
場
合
又
は
シ
ス
テ
ム
障
害
䣍
災
害
等
に
よ

り
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
ず
䣍
か
つ
䣍
直
ち
に
意
思
決
定
が
必

要
な
場
合 

起
案
用
紙
䥹
第
四
号
様
式
䥺
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
等
の
書
面
に
意
思
決
定
を
行
う
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し

䣍
起
案
者
が
こ
れ
に
署
名
又
は
押
印
し
て
行
う
方
法 

二
䦅
四 

略 

           

䥹
起
案
䥺 

第
十
七
条 

略 

２
・
３ 

略 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は

䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

一 

審
査
を
行
う
者
若
し
く
は
決
裁
権
限
を
有
す
る
者
が
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
を
使
用
で
き
る
環
境
に
な
い
場
合
又
は
シ
ス
テ
ム
障
害
䣍
災
害
等
に
よ

り
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
ず
䣍
か
つ
䣍
直
ち
に
意
思
決
定
が
必

要
な
場
合 

起
案
用
紙
䥹
第
四
号
様
式
䥺
䣍
公
報
原
稿
用
紙
䥹
第
五
号
様

式
䥺
等
の
書
面
に
意
思
決
定
を
行
う
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し

䣍
起
案
者
が
こ
れ
に
署
名
又
は
押
印
し
て
行
う
方
法 

二
䦅
四 

略 
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第

５
号

様
式

 
削

除
 

 

  
 

 

                      

 
 

 

第
5
号
様
式

(第
1
8条

関
係
) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(山

梨
県
公
報
原
稿
用
紙
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3
9
×
2
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 第
5
号

様
式

(
第

1
7
条

関
係

)
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議案第 ６３ 号  

 

 職員の処分について  

 

 

［別途資料配付］  
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議案第 ６４ 号 

 

  山梨県立科学館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 

提案理由 

 

最近の社会経済情勢等に鑑み、高齢者に対する減免措置の見直しを行う必要がある。こ

れが、この議案を提出する理由である。 
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規則の概要 

教育庁社会教育課 

題  名 山梨県立科学館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 

趣  旨 
最近の社会経済情勢等に鑑み、高齢者に対する減免措置の見直し

を行う必要がある。 

内  容 

１ 規則改正の背景等 

○ 近年、賃金の上昇や労働力不足といった社会経済情勢の変動

に加え、原材料費や輸送費等の高騰により所要経費が増大し、

物価が高騰している。 

○ このような状況を踏まえ、指定管理者に収受させる利用料金

の減免制度について受益者負担の観点から、その適用対象を見

直すこととした。 

○ このため、年齢のみを理由とした減免措置の見直しを行う必

要がある。 

 

２ 規則改正の内容 

高齢者に対する減免措置について、その適用対象から県内に住

所を有しない者を除くこととした。 

施行期日  令和９年４月１日から施行する。 

留 意 点  なし 

参考事項  なし 
 



  

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 

 
山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

䣎 

 
 

令
和 

 
 

年 
 

月 
 

 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
教
育
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

長 

 
 

 

山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
䥹
平
成
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

第
三
条
第
四
号
中
䣓
の
者
䣔
の
下
に

䣓
䥹

県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く

䣎
䥺
䣔

を
加
え
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

-17-



  

18 

山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表 

新 

旧 
䥹
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
䥺 

第
三
条 

条
例
第
十
二
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
次
に
掲
げ
る
場
合
と
し
䣍

減
額
し
䣍
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
䣎 

一
䦅
三 

略 

四 

六
十
五
歳
以
上
の
者
䥹
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
䣎
䥺
が
入

館
す
る
場
合 

利
用
料
金
の
全
額 

五 

略 

 

䥹
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
䥺 

第
三
条 

条
例
第
十
二
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
次
に
掲
げ
る
場
合
と
し
䣍

減
額
し
䣍
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
䣎 

一
䦅
三 

略 

四 

六
十
五
歳
以
上
の
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
入

館
す
る
場
合 

利
用
料
金
の
全
額 

五 

略 
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報告事項 １３  

 

 県立学校事務長等の人事について  

 

 

［別途資料配付］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


